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（別紙） 
 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく 
外務大臣による病院又は診療所の管理者に対する情報提供の求めに関する実施要領 

 
 

外務省総合外交政策局ハーグ条約室 
 
第１ 目的 
本実施要領は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約及び国際的な子の奪取の

民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成２５年法律第４８号。以下「法」と

いう。）第５条第１項（第２０条において準用する場合を含む。以下同じ。）及び第１５条

第１項（第２５条において準用する場合を含む。以下同じ。）並びに国際的な子の奪取の民

事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する

情報の提供の求めに関する政令（平成２６年政令第１１号。以下「政令」という。）に基づ

く外務大臣による医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院

又は同条第２項に規定する診療所の管理者に対する子の住所等及び子の社会的背景に関す

る情報の提供の求めの実施に関する要領を定めたものである。 
 
第２ 子の住所等に関する情報の提供の求め 
１ 外務大臣が、法第５条第１項の規定に基づいて、病院又は診療所の管理者に情報の提

供を求める場合には、書面又は電子メール（電子署名が行われたものに限る。第２の４

を除いて以下同じ。）により、日本国からの返還若しくは面会その他の交流を求められて

いる子（以下「所在特定対象子」という。）又は当該子と同居していると思料される者の

氏名、生年月日及び性別の情報のうち外務省が保有しているものを提示し、以下の情報

の提出を求めるものとする（送付する書面又はファイルの例は様式例１を参照）。なお、

外務大臣は情報の提供を求める場合には、可能な限り期間を明示して、当該期間内に病

院又は診療所が取得した情報の提出を求めるものとする。 
(１) 当該情報に合致する者の医師法第２４条第１項に規定する診療録のうち、診療を受け

た者の住所、氏名、性別及び、年齢並びに最新の診療の年月日 
(２) 当該情報に合致する者の保険医療機関及び保険医療養担当規則第２２条に規定する

診療録のうち、氏名、生年月日、性別、住所、職業、被保険者との続柄、被保険者氏名、

事業者（船舶所有者）の所在地（電話番号を含む。）及び名称、並びに保険者の所在地（電

話番号を含む。）及び名称 
※ 法第５条第１項で、外務大臣が提供を求めることができると規定されている子及び子

と同居している者の氏名又は住所若しくは居所に関する情報には、子及び子と同居して
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いる者の氏名及び住所又は居所の情報のみならず、子及び子と同居していると思料され

る者の氏名及び住所又は居所の特定に資すると合理的に考えられる情報が含まれる。 
 
２ 前項の外務大臣による情報提供の求めは、外務大臣が、所在特定対象子又は当該子と

同居していると思料される者が通っていた、又は通っている病院又は診療所についての

情報を有している場合に、当該病院又は診療所の管理者に対してのみ行うこととする。 
 
３ 病院又は診療所の管理者は、情報の提供を求められた場合には、遅滞なく、当該情報

のうち保有しているものを書面又は電子メールによって外務大臣に提供するものとする

（送付する書面の例は様式例２を参照）。 
 
４ 病院又は診療所の管理者は、提供を求められた情報を保有していない場合には、書面、

電子メール（電子署名が行われたものに限らない。）又はファクシミリによりその旨を外

務省に連絡するものとする（送付する書面又はファイルの例は様式例３を参照）。 
 
５ 外務大臣は、病院又は診療所の管理者に対し情報の提供を求めた後、１０日を超えて

回答が届かない場合には、理由の説明を求めることができるものとする。 
 
第３ 子の社会的背景に関する情報の提供の求め 
１ 外務大臣は、以下(１)(２)のいずれにも該当することを確認した場合に限って、法第１

５条第１項に基づいて、病院又は診療所の管理者に子の社会的背景に関する情報の提供

を求めるものとする。 
(１)  外国条約締約国の中央当局が、当該外国裁判所等の依頼を受けて当該事件に関す

る調査を行うために外務大臣に対し当該情報の提供を求めており、かつ、当該調査以

外の目的のために当該情報を利用するおそれがないと認められるとき。  
(２)  当該事件に係る外国裁判所等の子の返還にかかる手続の当事者（子が当該手続の

当事者である場合にあっては、当該子を除く。）が当該情報を当該中央当局に提供する

ことに同意しているとき。 
 
２ 外務大臣が、法第１５条第１項の規定に基づいて、病院又は診療所の管理者に情報の

提供を求める場合には、書面又は電子メールにより、氏名、生年月日、性別及び診療、

診察又は治療を受けた時期の情報のうち外務省が保有しているものを提示し、病院又は

診療所が保有する子に係る診療録の写し（子の社会的背景に係る部分に限る。）その他当

該者が管理する病院又は診療所における医療の提供の過程において取得した子の社会的

背景に関する情報を記載した書面のうち、日本国以外の条約締約国の中央当局から提供

を求められている情報に該当するものの提供を求めるものとする（送付する書面又はフ
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ァイルの例は様式例４を参照）。 
なお、外務大臣は、外国条約締約国から情報提供の求めに関する事前の相談等が行わ

れ病院又は診療所の管理者に対し情報の提供を依頼することとなる可能性が高いと見込

まれる場合には、できる限りその情報を事前に病院又は診療所の管理者に提供するもの

とする。 
 
３ 病院又は診療所の管理者は、上記に係る情報の提供を求められた場合で、法第１５条

第２項第１号及び第２号に定められた以下(１)(２)のいずれにも該当するときは、遅滞な

く、当該情報を書面又は電子メールによって外務大臣に提供するものとする（保有して

いる資料の写し（提供対象情報以外を黒塗りにしたもの）又は該当する情報を別紙に記

載したものどちらでも可。送付する書面又はファイルの例は様式例５を参照）。なお、外

務大臣は、外国裁判所等の手続の当事者の同意を得た場合に限って、病院又は診療所の

管理者に対し情報の提供を求めるため、病院又は診療所の管理者から外務大臣に情報の

提供を行うに当たって、改めて情報の提供について当事者の同意を得る必要はない。 
(１) 当該情報を外国条約締約国の中央当局に提供することによって子及び外国裁判所

等の手続の当事者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。 
(２)  当該情報が、子及び外国裁判所等の手続の当事者の知り得る状態にあり、かつ、

これらの者以外の特定の個人を識別することができる情報を含まないとき。 
※ 情報が「当事者の知り得る状態」にあるかどうかについては、例えば本人から開

示を求められた場合に開示する情報であるかどうか等を基準として判断する。 
 

４ 病院又は診療所の管理者は、前項の(１)(２)のいずれか若しくは両方に該当しない、又

は提供を求められた情報を保有しておらず外務大臣に情報の提供を行うことができない

場合には、その旨及び具体的な理由を書面又は電子メールにより外務大臣に伝達するも

のとする（送付する書面又はファイルの例は様式例６を参照）。 
 
５ 外務大臣は、病院又は診療所の管理者に対し情報の提供を求めた後、１０日を超えて

回答が届かない場合には、理由の説明を求めることができるものとする。 
 
第４ 情報の管理 
１ 病院又は診療所は、個別の事案について外務省から情報の提供を求められた事実及び

提供を求められた情報の内容について、外部に発表、公開、漏洩、利用しない。 
 
２ 外務省は、病院又は診療所の管理者に提供された情報を法令に基づく場合を除いて外

部に提供しない。 
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＜問い合わせ先＞ 

東京都千代田区霞ヶ関２－２－１ 
外務省総合外交政策局ハーグ条約室 
※ 平成２６年４月１日に領事局に移管予定 
電話番号：０３－５５０１－８５０１ 
ＦＡＸ番号：０３－５５０１－８５２７ 

 
 

 
参考：関連条文 
●国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 
 
（子の住所等に関する情報の提供の求め等） 
第五条  外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申

請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、

政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人（第十五条第一項において「国の

行政機関等」という。）の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに申請に係る子及

び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に

対し、その有する当該氏名又は当該住所若しくは居所に関する情報の提供を求めること

ができる。  
一  法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）  
二  内閣府並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び第二

項に規定する機関  
三  国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関  
四  内閣府設置法第四十条第二項及び第五十六条の特別の機関  
五  国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関  
六  独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法

人  
七  国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人  
２  前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、遅滞なく、当該

情報を外務大臣に提供するものとする。  
３  外務大臣は、前項の規定により提供された情報が、申請に係る子が日本国内に所在し

ていることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所

在を特定するために十分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警

察に対し、当該情報を提供して、これらの者の所在を特定するために必要な措置をとる

ことを求めることができる。  
４  前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定により提供された情報及び

前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合

に限り、行うことができる。  
一  第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との面会その他の交流の定めをす

ること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請

に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた

場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。  
二  申請に係る子についての第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の
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返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との面

会その他の交流に関する事件若しくは子との面会その他の交流の強制執行に係る事件が

係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居

している者の住所又は居所の確認を求められた場合において、当該住所又は居所をこれ

らの裁判所に開示するとき。  
三  第十条第一項の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所（社会福祉法（昭

和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号及び同

項において同じ。）又は児童相談所（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規

定する児童相談所をいう。同号及び同項において同じ。）に対し、申請に係る子が虐待を

受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由がある旨を通告する場合において、

申請に係る子及び申請に係る子と同居していると思料される者の氏名及び住所又は居所

を当該市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通知するとき。 
 
（子の社会的背景に関する情報の条約締約国の中央当局への提供） 
第十五条  外務大臣は、日本国への子の返還に関する事件が日本国以外の条約締約国の裁

判所又はその他の審判を行う機関（以下この項及び次項において「外国裁判所等」とい

う。）に係属しており、当該条約締約国の中央当局から当該子の返還に係る子の日本国内

における心身、養育及び就学の状況その他の生活及び取り巻く環境の状況に関する情報

の提供を求められた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該条約締

約国の中央当局に提供するために、政令で定めるところにより、国の行政機関等の長、

地方公共団体の長その他の執行機関及び当該子に関する情報を有している者として政令

で定める者に対し、その有する当該情報の提供を求めることができる。  
一  当該中央当局が、当該外国裁判所等の依頼を受けて当該事件に関する調査を行うため

に外務大臣に対し当該情報の提供を求めており、かつ、当該調査以外の目的のために当

該情報を利用するおそれがないと認められるとき。  
二  当該事件に係る外国裁判所等の手続の当事者（当該子が当該手続の当事者である場合

にあっては、当該子を除く。）が当該情報を当該中央当局に提供することに同意している

とき。  
２  前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、次の各号のいず

れにも該当するときは、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。  
一  当該情報を前項に規定する中央当局に提供することによって同項に規定する子及び

同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の権利利益を不当に侵害するお

それがないと認めるとき。  
二  当該情報が、前項に規定する子及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の

当事者の知り得る状態にあり、かつ、これらの者以外の特定の個人を識別することがで

きる情報を含まないとき。  
３  外務大臣は、前項の規定により提供された情報を、第一項に規定する中央当局に対し

てのみ提供することができる。 
 
（日本国面会交流援助に関する準用規定） 
第二十条  第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請

があった場合について準用する。この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六

条の規定による子の返還の申立て又は子との面会その他の交流の定めをすること若しく

はその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との面会その他の交流の定めを

すること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定す

る子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所

又は申請に係る子についての子との面会その他の交流に関する事件若しくは」とあるの

は「子との面会その他の交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、
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第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。 
 
（外国面会交流援助に関する準用規定） 
第二十五条  第十五条の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合につ

いて準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申

請に係る子についての子との面会その他の交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるの

は「申請に係る子」と読み替えるものとする。 
 
 
●国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等

及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令 
 
（子及び子と同居している者に関する情報を有している者） 
第一条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（以下「法」

という。）第五条第一項（法第二十条において準用する場合を含む。次条において同じ。）

の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  
一 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（大学を除

く。）、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各

種学校をいう。次号において同じ。）の設置者 
二 学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、か

つ、学校教育に類する教育を行うものの設置者 
三 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十九条の二第一項に規定する施設

の設置者 
四 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院又は同条第

二項に規定する診療所の管理者 
五 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第五項に規定する水道事業者 
六 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第二号に規定する一般電気

事業者 
七 電気事業法第二条第一項第六号に規定する特定電気事業者 
八 児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第十七条第一項（同法附則第二条第三項

において準用する場合を含む。）の表の下欄に掲げる者 
九 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事

業者 
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一

号）第三条第五項（同法第二十八条の二において準用する場合を含む。）に規定する民間

の団体の代表者 
 
（子の住所等に関する情報の提供を求める方法） 
第二条 外務大臣は、法第五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める

場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有している

と思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関

及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求める

ものとする。 
 
（子の社会的背景に関する情報を有している者） 
第三条 法第十五条第一項（法第二十五条において準用する場合を含む。次条において同

じ。）の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 第一条第一号から第四号まで又は第十号に掲げる者 
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二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の長 
三 警視総監又は道府県警察本部長 
 
（子の社会的背景に関する情報の提供を求める方法）  
第四条 外務大臣は、法第十五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求め

る場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有してい

ると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機

関及び前条に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるも

のとする。 
 
 


